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【参考資料５】 

その他学校施設の水害対策の取組事例 

○高規格堤防整備事業の際に学校施設を改築整備した事例

■埼玉県川口市（南中学校、舟戸小学校、舟戸幼稚園）

荒川左岸川口地区は、一旦堤防が決壊すれば市街地が浸水し、甚大な被害が想定

されるため、小学校等建設事業（川口市）等と一体的に高規格堤防整備が、荒川下

流河川事務所が中心となって実施された。 

川口市立南中学校、舟戸小学校、舟戸幼稚園は、現在の地区内に立地していた

が、高規格堤防整備事業の際に、高規格堤防の上に移転改築され、治水に対する安

全性が高まった。 

川口地区 

荒川 

川口市 

川口市立舟戸小学校 

位置図 事業概要 

【全体計画】 

事業個所：埼玉県川口市 

共同事業者：川口市 

善光寺（土地所有者） 

個人（土地所有者） 

飛鳥管理（株）（土地所有者） 

事業内容：延長約 1,340m、幅約 100m 

事業期間：平成４年度～ 

川口地区 

川口市立舟戸幼稚園 

川口市立南中学校 
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（整備費の財源） 

  中学校、小学校、幼稚園の盛土等の基盤整備は、高規格堤防整備事業として国土

交通省関東地方整備局が行い、現在の場所において中学校、小学校、幼稚園の移転

改築整備に当たっては、川口市が国土交通省の補償金を活用して行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

川口市立南中学校 川口市立舟戸小学校 
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■東京都江戸川区（小松川第二中学校） 

 

荒川右岸小松川地区は、一旦堤防が決壊すれば市街地が浸水し、甚大な被害が想

定されるため、亀戸・大島・小松川第三地区第二種市街地再開発事業（東京都）及

び小松川第二中学校建設事業（江戸川区）等と一体的に高規格堤防整備が、荒川下

流河川事務所が中心となって、実施された。 

小松川第二中学校は、当初、現在とは異なる場所に位置しており、老朽化による

建替が検討されていたが、高規格堤防整備事業の際に、平成 30 年に高規格堤防の

上に移転改築され、治水に対する安全性が高まった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江戸川区立小松川第二中学校 

小松川地区 

位置図 事業概要 

【全体計画】 

 事業個所：東京都江戸川区 

 共同事業者：東京都建設局 

       東京都都市整備局 

       江戸川区 

 事業内容：延長約 2,380m、幅約 70m 

 事業期間：平成２年度～平成 26 年度 

小松川地区 
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（整備費の財源） 

  高規格堤防整備事業の盛土等の基盤整備は、国土交通省関東地方整備局が行っ

た。中学校の移転改築整備に当たっては、江戸川区が学校施設環境改善交付金を活

用して行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

江戸川区立小松川第二中学校 
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○浸水被害を受けて学校施設の水害対策を実施した事例 

■福島県郡山市立赤木小学校（令和元年東日本台風による被害） 

 

令和元年 10 月に発生した東日本台風では、阿武隈川の支川である逢瀬川が、い

わゆるバックウォーター現象により堤防から越水して、校舎北側の受変電設備（屋

外キュービクル）が全て水没するともに、校舎１階は中段（床上約 1.6ｍ）まで浸

水した。これにより、職員室（情報防災設備等含む）等が水没した他、給食室、ト

イレにも泥が入り、使用できなくなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（気象情報が発表された際の対応） 

令和元年 10 月の東日本台風の注意喚起の連絡を、郡山市教育委員会から受け、

児童の安全を確保した後に、赤木小学校の校長、教頭、事務員、用務員の４名が、

校舎１階にあるタブレット PC、児童等の個人情報・振込関係資料等の重要な備品等

を２階に運んだ（令和元年東日本台風以降、重要書類は赤いシールを貼り付け、直

ぐに上階に上げられるよう対策を行った）。 

 

（災害発生直後の応急対応、早期の学校再開のための工夫） 

発災当日と翌日の２日間で、郡山市の職員約５名（教育委員会の施設・備品担

当、建設交通部（当時）の建築・設備担当）が、現地の確認を行った（被災から１

週間程度、人員が必要だった）。 

赤木小学校から水が引いた後の１週間で、郡山市の職員が、再度、水道、電気、

防災盤等が正常に機能するかどうか確認し、機能しない箇所は、仮設設置等の対策

を行った（並行して、修繕・復旧のスケジュール調整、予算の確保を行った）。 

校舎内に流入した汚泥の除去、清掃については、最初は学校の教職員、市職員、

PTA 等、総動員で行ったが、被害規模が大きかったため、清掃専門業者へ委託し

た。 

給水については、給水本管から仮設の給水管を引き込み、発災日より約１か月半

後にはトイレ、手洗い等の使用が可能となった。 

電気については、受変電設備（キュービクル）が水没したため、東北電力と協議

し、仮設で 50kW 以下の電力を敷地外から引き込んだ。これにより、エアコン以外

の照明、コンセント等は利用可能となり、12月下旬から２、３階で授業再開が可能

となった。 

職員室 校庭 
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暖房は、発災以前から設置してあった、石油ＦＦ式の暖房機を利用した。 

給食室については、泥に浸かり、しばらく利用できなかったため、弁当持参とし

た（給食室の復旧工事が完了次第、利用再開）。 

体育館も浸水したが、床はサンダー掛け（サンドペーパー（ヤスリ）等で研磨）

の上、ウレタン塗装を行い、床下は、そのまま自然乾燥させ、12月に復旧した。 

（他の学校での間借り再開） 

学校の休校（間借り）については、その検討、判断を教育委員会学校管理課で行

った。休校中は、低学年、中学年、高学年、特別支援学級毎に、近隣の小中学校４

校を間借りし、授業を行った（移動のために各校１台バスを用意した。）。12月下旬

から、赤木小学校（２階、３階）で授業を再開した。 

（災害復旧等） 

校舎の災害復旧工事は、翌年３月の卒業式に間に合うように行った。１階の床は

ビニル製のシートとし、コンセントの位置は、使用上影響のない範囲で上部に設置

した。家具は、１階の造り付けの木製家具は復旧に費用がかかるので、被災しても

復旧費用を抑えられるという理由で、スチール製の家具を採用した。 

受変電設備（屋外キュービクル）については、11 月中旬に復旧工事の発注を行

い、翌年６月下旬に復旧した。これにより７月からエアコンが使用可能となった。

また、災害復旧工事に併せて、鉄骨で架台を設置し、10月中旬には嵩上げ工事が完

了した（文部科学省の防災機能強化事業（学校施設環境改善交付金）を活用）。 

屋外キュービクルのかさ上げ １階保健室の床ビニルシート 
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（長寿命化改良工事による職員室、普通教室の上階移設） 

ちょうど長寿命化改修工事を行う予定であったことから、設計委託を合わせて行

い、職員室と放送室を２階へ、普通教室を２、３階へ上げる設計を同時に進めた。

令和３年度から改修工事を開始し、令和５年度に完了する予定。 

（垂直避難の避難訓練の実施） 

水害に対しては、予報が出された段階で休業にすることが基本的な対応である

が、万が一の際には上階へ垂直避難することも想定しており、避難訓練を行ってい

る。避難支援が必要な肢体不自由の児童は、複数人で支えながら階段で移動するこ

とを想定。 

令和元年東日本台風に係る復旧ロードマップ 

長寿命化改良工事による改修前後の平面図 
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■長野県長野市立長沼小学校（令和元年東日本台風による被害） 
 

令和元年 10月に発生した東日本台風の激しい 

降雨の影響で、長野市長沼地区において千曲川 

の堤防が決壊し、校舎１階及び体育館が床上約 

1.5ｍまで浸水したことにより、発生から約１ 

年７箇月にわたり、通常の学校運営ができなく 

なった。 

被災当日（10月 13日）は休日であったため、 

児童は登校していなかった。 

 

 

 

 

 学校運営に係る被害状況として、１階にあっ 

た備品・什器類は、水没のためほとんどが使用 

できなくなった。電子データの大部分はサーバ 

上に保管していたため大きな被害はなかった。 

紙媒体の書類は浸水したが、重要書類は金庫 

に保管していたため紛失はなく、乾燥により復 

元した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の被害状況として、校舎においては土砂の流入、フローリングの変色・湾曲、

塩ビシートの剥離、壁の剥離・カビ発生、壁内部への土砂の堆積、断熱材への吸水、

木製家具・建具の変色・歪み・カビ発生、床下ピット等配管断熱材の水没、コンセン

ト・スイッチ類の水没、エアコン室外機・温水器の水没などが発生した。 

 

屋内運動場においては床下への土砂の流入・堆積、フローリングの変色・湾曲、壁

内部のカビ発生、木製家具・建具の変色・歪み・カビ発生、コンセント・スイッチ類

の水没などが発生した。 

 

 

水没した学校 

金庫内の重要書類 

浸水ライン 

事務室 

備品・什器類や漂着物の搬出状況 
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また、校舎北側の受変電設備（屋外キュービクル）への浸水による停電、給水ポン

プの停止及び受水槽への浸水に伴う断水が発生した。 

 

学校敷地には土砂が 30ｃｍ程度堆積したことに併せ、多数の漂着物が流入した。自

衛隊の災害復旧活動により撤去されたが、校庭は表土が失われ不陸（凸凹）が発生し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（応急対応） 

 被災直後は水が引かなかったこと及び土砂の撤去が追い付かなかったことにより立

ち入りができず、被災状況の確認ができなかったため、５日後から複数回、長野市建

設部の担当者（建築、電気、機械）及び教育委員会の施設担当が現地を確認し、状況

の確認と復旧に向けての検討を行った。 

 学校運営は、応急対応として、被災から５日後に近隣の学校の校舎を活用し再開し

た。 

 被災した既存校舎は１階が使用できなかったため、11 月から仮設校舎の建設を開

始、翌年１月からグラウンドに建設した仮設校舎と既存校舎の２階・３階を活用し、

仮復旧の状態ではあったが、現地の学校運営を再開した。 

 給水については、本復旧までの間は受水槽を経由せず水道の本管に直接接続するこ

とで対応した。電気については、被災直後は発電機を設置し、仮設校舎の建設から本

復旧までの間は、仮設キュービクルを設置することで対応した。 

 

 

 

 

 

学校の被害状況 
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（災害復旧） 

施設内に流入した土砂の撤去、水没して使用不可となった備品・什器等の搬出に時

間を要したこと、日数が経過した後にカビの発生、壁・床の反りなどが発生した等の

事情により、スケジュールの変更を余儀なくされた状況もあったが、校舎は災害発生

から約１年後の令和２年 10月に復旧し授業を再開した。 

復旧工事の主な内容としては、建築工事では床フローリング・塩ビシート張替え、

壁の張替え、木製建具更新、電気設備工事ではキュービクルの更新、コンセント・ス

イッチ・配線類の更新、機械設備工事では給湯器、エアコン、ＦＦ式ストーブの更

新、配管類の保温の更新を行った。

被災を踏まえたハード面の対策として、キュービ 

クルを鉄骨の架台の上に乗せ、地上面から 2.5ｍ嵩

上げすることで、同程度の災害が起こった場合でも

浸水被害を防ぐことで、当該設備の復旧費用を低減

するとともに、学校の早期再開に不可欠なライフラ

インである電気設備の機能を維持できるようにした。

ソフト面の対策として、重要書類の保管場所を１

階から２階に移動した。 

仮設校舎の撤去後に校庭の復旧を行い、被災前と 

同じ水準の学校運営ができるようになったのは、令 

和３年３月となった。 

復旧スケジュール 

仮設校舎 

仮設コンテナ室 

校舎（被災） 

体育館（被災） 昇降口・コンテ

ナ室（被災）

校舎等の配置

2.5

キュービクルの嵩上げ
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（被災した児童・生徒の登下校対策） 

  児童・生徒の自宅が床上浸水などの被害に遭い、自宅から学校に通うことが困難

な状況に対応するため、避難所、公営住宅、仮設住宅などの避難先から学校に通え

るよう、スクールバス・タクシーを運行した。 

  長沼小学校だけでなく、豊野西小学校、東北中学校、豊野中学校を通るルートを

設定し、最大で７便を運行した。 

スクールバス・タクシー運行ルート
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【参考資料６】 

学校施設の水害・土砂災害対策等に関する支援制度 

○学校施設の水害・土砂災害対策等を目的とした整備の際に活用できる支援制度

防災機能強化事業（学校施設環境改善交付金） 【全般（校舎の移転を除く）】 

内容 学校施設が、発災時において、児童生徒等を事故等から守るとともに、応急

避難場所としての必要な機能が発揮できるよう、防災機能の強化を図る事業 

（対象の一例） 

・雨水貯留に資する貯水槽の整備

・受変電設備の嵩上げや上層階への移設等

・止水板・止水扉の設置

支援対象 公立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学

校、高等学校 
※中等教育学校（後期課程）及び高等学校については「屋外防災施設」のみ対象

補助率 

（措置率） 

1/3（1校あたり 400万円以上 2億円以下の事業を対象とする） 

担当部局 文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部 施設助成課 

TEL：03-6734-2466 

緊急防災・減災事業債 【全般（校舎の移転を除く）】 

内容 全国的に緊急的に実施する必要が高く、即効性のある防災・減災のための地

方単独事業（事業期間は令和 7年度まで） 

（対象の一例） 

・浸水・土砂災害対策のための施設整備

（受変電設備の嵩上げや上階への移設、止水板や防水扉の設置等）

・指定避難所における避難者の生活環境の改善のための施設整備

（トイレ、シャワー、空調、Wi-Fiの整備等）

支援対象 地方公共団体 

補助率 

（措置率） 

元利償還金の 70%を地方交付税措置（充当率 100%） 

担当部局 総務省 自治財政局 地方債課 TEL:03-5253-5628 

新世代下水道支援事業 水環境創造事業（水循環再生型） 【貯留槽の設置等】 

内容 水循環を良好な状態に維持・回復するため、または、雨天時に公共用水域に

流入する汚濁負荷の削減を図るための下水道施設の整備 

（対象の一例） 

・雨水の貯留浸透機能を有する管渠等の設置・改造

支援対象 地方公共団体（都道府県、市町村）、民間企業等 

補助率 

（措置率） 

1/3等 

担当部局 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道事業課 

TEL:03-5253-8430 
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○支援制度の主目的に沿った事業を実施する際に併せて学校施設の水害・土砂災害

対策も行えるもの

・学校施設の整備に併せて、水害・土砂災害対策も実施する場合

新増築事業（公立学校施設整備費負担金） 

改築・改修等事業（学校施設環境改善交付金） 

内容 ①教室の不足を解消するための校舎等の新築、増築（負担金）

②学校施設の改築、改修等の事業（交付金）

支援対象 公立の義務教育諸学校等 

補助率 

（措置率） 

①原則 1/2

②原則 1/3

担当部局 文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部 施設助成課 

TEL：03-6734-2463（負担金）  03-6734-2466（交付金） 

備考 ・新増改築の事業と併せて雨水貯留槽を設置する際に、次の２つの要件を満

たす場合は補助単価に加算が可能（2.0%）

①水防法に規定された浸水想定区域内に立地しており、かつ、市町村地域

防災計画で要配慮者利用施設として位置づけられている

②新増改築する建物の基礎部分に雨水貯留槽を整備する

・改築・改修等の各補助事業の要件を満たすことを前提に、諸室（職員室、

普通教室、特別教室、放送室等）の上階移転等の対策も可能。

・ハザード情報と学校の位置関係等を整理する場合

水害リスク情報整備推進事業 【洪水浸水想定区域図・洪水ハザードマップの作成】 

内容 洪水の浸水想定区域図やハザードマップの作成を支援（ハード整備がない場

合であっても支援）（事業期間は、洪水浸水想定区域図については令和 7 年

度まで、洪水ハザードマップについては令和 8年度まで） 

（対象の一例） 

・洪水浸水想定区域図や洪水ハザードマップの作成

・避難所として指定されている学校施設ごとの浸水深（想定最大規模）の

確認

支援対象 （洪水浸水想定区域図） 

 地方公共団体（都道府県） 

（洪水ハザードマップ ※都道府県が市区町村に対し事業費の 1/3 以上を負

担する場合に限る） 

地方公共団体（市町村） 

補助率 

（措置率） 

1/3 

担当部局 国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 水防企画室 

TEL:03-5253-8460 

備考 https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001476770.pdf 

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001476770.pdf
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内水浸水リスクマネジメント推進事業 【浸水想定区域図・ハザードマップの作成】 

内容 雨水出水の浸水想定区域図やハザードマップの作成を支援 

（対象の一例） 

・浸水想定区域図やハザードマップの作成

・浸水想定区域図やハザードマップを作成、更新する際に合わせて、浸水

想定区域図（年超過確率別）等と学校の位置の重ね合わせ図の作成、学

校ごとのハザード情報一覧表（想定浸水深、年超過確率等）の作成

支援対象 （浸水想定区域図） 

地方公共団体（都道府県、市町村） 

（ハザードマップ）

地方公共団体（市町村）

補助率 

（措置率） 

1/2 

担当部局 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道事業課 

TEL:03-5253-8430 

・下水道浸水被害軽減総合計画に基づき、都市部における学校施設の水害対策を実施する場合

下水道浸水被害軽減総合事業 【貯留槽の設置・止水板の購入等】 

内容 内水浸水リスクの高い地区等において、下水道浸水被害軽減総合計画に基づ

きハード・ソフト含めて総合的に実施する都市浸水対策 

（対象の一例） 

・雨水の貯留浸透機能を有する下水道施設

・透水性舗装の整備

・止水板の購入等

支援対象 地方公共団体（都道府県、市町村）、民間企業等 

補助率 

（措置率） 

1/3等 

担当部局 国土交通省 水管理・国土保全局 下水道部 下水道事業課 

TEL:03-5253-8430 

・立地適正化計画に基づき、都市機能誘導区域内へ学校施設の移転等を実施する場合

都市構造再編集中支援事業 【全般】 

内容 立地適正化計画に基づき、市町村や民間事業者等が行う一定期間内の都市機

能や居住者環境の向上に資する公共公益施設の誘導・整備、防災力強化の取

組等に対し集中的な支援を行い、各都市が持続可能で強靱な都市構造は再編

を図ることを目的とする事業 

（対象の一例） 

・災害ハザードエリアからの移転（移転・整備に要する費用）

・地域の防災のために必要な施設の整備等

支援対象 地方公共団体（都道府県、市町村）、民間企業等 

補助率 

（措置率） 

1/2（都市機能誘導区域内）、45％（居住誘導区域内等） 

担当部局 国土交通省 都市局 市街地整備課 TEL:03-5253-8412 

備考 https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001359522.pdf 
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・住居の集団的移転に併せて、学校施設を移転するために土地の取得や造成を実施する場合 

防災集団移転促進事業 【移転に伴う土地の取得・造成】 

内容 住民の生命等を災害から保護するため、住民の居住に適当でないと認められ

る区域内にある住居の集団的移転を促進することを目的として、市町村が行

う住宅団地の整備等 

（対象の一例） 

・住宅団地（集団移転に関連して移転が必要な要配慮者施設用地を含む）

の取得及び造成に対する補助 

支援対象 地方公共団体（市町村） 

補助率 

（措置率） 

3/4 

担当部局 国土交通省 都市局 都市安全課 TEL:03-5253-8400 

備考 https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001609106.pdf 

 

・一級河川又は二級河川の流域内にある学校施設の水害対策を実施する場合 

流域貯留浸透事業 【貯留槽の設置等】 

内容 近年、局地的豪雨の頻発により浸水被害が多発していることを踏まえ、一級

河川又は二級河川の流域内において、地方公共団体が主体となり、流域対策

など総合的な治水対策を推進することを目的とした事業 

（対象の一例） 

・貯留若しくは浸透又はその両方の機能をもつ施設の整備 

（各戸貯留、池沼及びため池等） 

※通常の河道改修方式と比較して経済的であるもの 

支援対象 地方公共団体（都道府県、市町村）、民間企業等 

補助率 

（措置率） 

1/3 

担当部局 国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 TEL:03-5253-8455 

備考 http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/gaiyou/panf/pdf 

/2023/kasengaiyou2023_4.pdf <P.53> 

 

・特定都市河川の流域内にある学校施設の水害対策を実施する場合 

特定都市河川浸水被害対策推進事業 【貯留槽の設置等】 

内容 特定都市河川浸水被害対策法に基づき指定された特定都市河川流域におい

て、浸水被害防止のための雨水貯留浸透施設を計画的・集中的に整備するこ

とにより、早期に治水安全度を向上させることを目的とする事業 

（対象の一例） 

・貯留・浸透機能を持つ施設の整備（校庭貯留、地下貯留等） 

・既設の調整池、池沼又は溜め池の改良 

※雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、民間企業等が実施する事業も対象 

支援対象 地方公共団体（都道府県、市町村）、民間企業等 

※指定区間内の一級河川又は二級河川の流域において、市区町村又は民間企

業等が整備する場合、都道府県等が事業費の一部を負担する事業に限る 

補助率 

（措置率） 

1/2 

担当部局 国土交通省 水管理・国土保全局 治水課 TEL:03-5253-8455 

備考 http://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kasen/gaiyou/panf/pdf 

/2023/kasengaiyou2023_4.pdf <P.52> 

 



○防災対策に関する提⾔

「避難所となる学校施設の防災機能に関す
る事例集」 （令和2年3⽉）

（URL）https://www.m
ext.go.jp/a_menu/shiset
u/shuppan/mext_00484.
html

「近年の災害から学ぶ避難所となる学校施
設について〜 バリアフリー化の取組事例
集〜」 （平成30年3⽉）

（URL）https://www.m
ext.go.jp/a_menu/shiset
u/shuppan/__icsFiles/af
ieldfile/2018/04/02/140
3195.pdf

（URL）http://www.
mext.go.jp/a_menu/
shotou/zyosei/131
2680.htm

「学校施設の防災機能の向上のために 〜避難所
となる学校施設の防災機能に関する調査研究報
告書〜」（平成19年8⽉ ※平成20年7⽉⼀部追記）

（URL）http://www.nier
.go.jp/shisetsu/pdf/bous
aitsuiki.pdf

（URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/sh
isetu/bousai/1420466.htm

「熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整備について」緊急提
⾔の取りまとめについて （平成28年7⽉）

○防災対策に関する事例集・調査研究

○防災対策に関する通知

「災害に強い学校施設の在り⽅について〜
津波対策及び避難所としての防災機能の
強化〜」 （平成26年3⽉）

（URL）http://www.ｍ
ext.go.jp/b_menu/shingi
/chousa/shisetu/013/to
ushin/1344800.htm

「台⾵等の⾵⽔害に対する学校施設の安全
のために」 （令和2年3⽉）

（URL）https://www.m
ext.go.jp/content/20200
331-mxt_bousai-000005
440_01.pdf

（URL）http://www.mext.go.jp/b_menu/shi
ngi/chousa/shisetu/043/gaiyou/1374803.ht
m

「避難所となる公⽴学校施設の防災機能に関する調査の結果に
ついて」 （平成31年4⽉）

公⽴学校施設整備に関する防災対策事業活⽤事例集について
（平成25年8⽉）

「⼤規模災害時の学校における避難所運営の協⼒に関する留意
事項について（通知）」（平成29年1⽉20⽇付け28⽂科初第
1353号 ※PDF2 ⾴⽬以降）

（URL）https://www.mext.go.jp/compon
ent/a_menu/other/detail/__icsFiles/afieldfil
e/2018/07/30/1407232_22.pdf

これまでの学校施設の水害・土砂災害対策等に関する提言・事例集等

【参考資料７】
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「建築物における電気設備の浸⽔対策ガイドライン」
（令和2年6⽉）

国⼟交通省住宅局建築指導課
経済産業省保安グループ電⼒安全課

（URL）https://www.ml
it.go.jp/jutakukentiku/bu
ild/content/001349327.p
df

○防災教育に関する指針・ガイドライン・通知等

「⽔防法⼜は⼟砂災害警戒区域等における⼟砂災害防災対策の
推進に関する法律に基づく避難確保計画の作成及び訓練の実
施の徹底について（通知）」 （平成31年3⽉7⽇）

「警戒レベル」に係る広報について（周知）
（令和元年5⽉24⽇）

（URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/ke
nko/anzen/1422067_00001.htm

○他省庁の防災対策・防災教育に関する事例集

「⽔と川学びのススメ」 （平成30年3⽉）
国⼟交通省⽔管理・国⼟保全局

河川環境課、防災課

（URL）https://www.ml
it.go.jp/river/bousai/edu
cation/pdf/susume.pdf

学校の「危機管理マニュアル」等の評価・
⾒直しガイドライン （令和3年6⽉）

（URL）https://www.m
ext.go.jp/a_menu/kenko
/anzen/1401870_00002.
htm

「⾃然災害に対する学校防災体制の強化及び実践的な防災教育
の推進について（依頼）」 （令和元年12⽉5⽇）

（URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/ke
nko/anzen/1416128.htm

（URL）https://www.mext.go.jp/a_menu/ke
nko/anzen/1422067_00001.htm

「流域治⽔施策集」 （令和4年12⽉）
国⼟交通省⽔管理・国⼟保全局治⽔課

「避難所における良好な⽣活環境の確保に向けた
取組指針」（平成25年8⽉ ※令和4年4⽉改定）

内閣府（防災担当）

「避難所運営ガイドライン」
（平成28年4⽉ ※令和4年4⽉改定）

内閣府（防災担当）

（URL）https://www.mli
t.go.jp/river/pamphlet_jir
ei/kasen/gaiyou/panf/s
esaku/pdf/sesaku_02.pd
f

（URL）https://www.bo
usai.go.jp/taisaku/hinanj
o/h25/pdf/kankyoukaku
ho-honbun.pdf

（URL）https://www.bo
usai.go.jp/taisaku/hinanj
o/pdf/2204hinanjo_guid
eline.pdf
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【参考資料８】 

学校施設、流域治水に関する参考資料 

（学校施設関係） 

・近年の主な激甚災害の発生状況

・近年の主な激甚災害における学校の被害状況

・学校施設の被害状況（風水害・土砂災害）

・浸水想定区域・土砂災害警戒区域等について

・浸水想定区域・土砂災害警戒区域に立地する学校に関する調査

・学校施設の水害・土砂災害対策事例集（令和３年６月）

・台風等の風水害に対する学校施設の安全のために（令和２年３月）

・学校施設の水害対策の実施状況等に関するアンケート結果

（流域治水関係） 

・流域治水施策一覧（流域治水施策集 Ver.1.0（水害対策編）より抜粋）

・流域治水推進行動計画

・特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 31号）

・特定都市河川浸水被害対策法の概要

・雨水貯留浸透施設の整備に係る支援制度

・水害ハザードと法令に基づき提供されている情報との関係

・洪水浸水想定区域図等の作成状況

・内水浸水想定区域図等の作成状況

・高潮浸水想定区域図等の作成状況

・日本全国における災害リスクエリアに居住する人口

・浸水想定地域に居住する世帯の状況（全国の推計）

・水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン【概要】

・水害リスクマップの活用

・水災害リスクマップを踏まえたまちづくり・住まいづくり

・現在の取組・今後の検討事項について
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学校施設の水害対策の実施状況等に関するアンケート結果

回答者：文教施設セミナー（令和4年2月）に参加した教育委員会職員
回答数：73

％回答数選択肢

12.3%9水害対策を実施済■

15.1%11水害対策を検討中■

45.2%33
現在は、水害対策の検討開始に至っていないが、
今後、取り組む予定

■

17.8%13
域内に浸水想定区域に立地している学校はあるが、
対策の実施も検討もしていない

■

9.6%7
域内に浸水想定区域に立地している学校がないため、
検討の必要がない

■

Ｑ１ 域内の学校施設の水害対策の実施状況は

12.3%

15.1%

45.2%

17.8%

9.6%
Ｑ２ 水害対策を実施済又は検討中である場合、

どのような施設による対策を検討しているか

％回答数選択肢

17.8%13
水害対策を検討するにあたり
どのような情報が必要かわからない

4.1%3
浸水深などのハザード情報の
把握の方法がわからない

53.4%39
どこまで施設面での水害対策を
するべきかの目安がわからない

20.5%15施設面での水害対策の方法がわからない

6.8%5
浸水深の程度が大きく、
取りうる施設面での対策が見いだせない

5.5%4
浸水想定区域に立地している学校が多数あり、
優先順位のつけ方がわからない

32.9%24水害対策に充てる予算がない

6.8%5 その他

Ｑ３ 学校施設の水害対策を検討するにあたり課題と感じていることは
（複数回答可）

・電気設備（キュービクル等）のかさ上げ…4件
・体育館の上階への設置…2件
・施設のかさ上げ…1件
・浸水想定区域外への移転…1件
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目的 施策 実施主体

避難の確保（平時）
●河川管理者
●下水道管理者　●市町村

���リスク空白域の解消
（浸水想定区域・ハザードマップ）

避難の確保（災害時） ●市町村　●個人
●気象庁　●河川管理者

��	 迅速・円滑な避難
（避難のための情報発信）

��


�� 用排水施設・ポンプ（農業水利施設） ●国・都道府県
●農業水利施設管理者 等

河川への流出抑制
市街地等の浸水の防止

●市町村・都道府県�	 雨水貯留浸透施設（調整池・公共施設）

貯留機能の保全（浸水の許容） ●都道府県等��� 貯留機能保全区域

●農業者���「田んぼダム」

森林の浸透・保水機能の発揮 ●国・都道府県・市町村
●森林所有者等

��� 森林整備・治山対策

流木による被害の防止 ●国・都道府県�� 流域流木対策

新たな居住に対し、立地を規制する
居住者の人命を守る

●都道府県��� 浸水被害防止区域
●市町村・都道府県��	 災害危険区域

市街地等の浸水の防止 ��� 雨水貯留浸透施設（民間施設）

氾濫拡大の抑制 ●水防管理者��� 浸水被害軽減地区（盛土構造物等）

災害復旧（洪水氾濫の防止）
●河川管理者��� 流域治水型災害復旧（遊水地・輪中堤）
●河川管理者��� 災害復旧（遊水地内の迅速な土砂撤去）

●市町村　●施設管理者��� 要配慮者利用施設の避難確保計画・訓練

農地等の浸水の防止

●市町村・都道府県
●農業者

��� ため池の活用

●市町村��� 居住誘導区域、防災指針

●国・都道府県・市町村��� 防災まちづくり連携土砂災害対策

１
氾
濫
を
防
ぐ
・
減
ら
す

２
被
害
対
象
を
減
ら
す

洪水氾濫の防止

洪水氾濫の防止（排水元の管理者の
責任で 設置・管理することが原則）

津波・高潮による氾濫の防止

●河川管理者�� 河道掘削・築堤・引堤・放水路、
ダム・遊水地、輪中堤

●ダム管理者�� ダム事前放流

��高台まちづくり 避難路・避難施設等の確保 ●市町村
●民間事業者

●民間事業者・個人

施策コラム①霞堤の活用 ... p.9
施策コラム②特定都市河川 ... p.23

施策コラム③水害リスクマップ ... p.33
施策コラム④水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進... p.39

●施設管理者�� 排水施設・ポンプ（普通河川・水路）

排水区域内の浸水の防止 ●下水道管理者�
 雨水貯留浸透施設（下水道）

●河川管理者� 排水施設・ポンプ（河川）

●海岸管理者�� 海岸保全施設の整備 
（流域の関係者との土砂融通による砂浜の保全・再生）

��

内水の排除（排水元の管理者の責任で
 設置・管理することが原則）

●下水道管理者排水施設・ポンプ（下水道）

経済影響の軽減等
●市町村・都道府県
●民間事業者

浸水対策（耐水化・止水壁等）

●市町村��� 住居の集団移転

●市町村��� 住居の個別移転

既存の住居に対し、
住まい方を工夫する

●市町村・都道府県��
 住宅等の防災改修
（嵩上げ・ピロティ化等）

土砂・洪水氾濫の防止 ●国・都道府県��� 土砂・洪水氾濫対策

既存の住居に対し、
移転を促す

防災まちづくり

３
被
害
の
軽
減
・
早
期
復
旧
等

5

流域治水施策集 河川区域における対策
※海岸の場合は海岸保全区域における対策

集水域における対策 氾濫域における対策

根拠法令等 法定計画等（　）内は運用 予算・税制 ����

水防法 大規模氾濫減災協議会（減災に係る取組方針） 水害リスク情報整備推進事業
内水浸水リスクマネジメント推進事業 等

災害対策基本法　気象業務法　水防法

土地改良法 土地改良長期計画

特定都市河川浸水被害対策法
施設に係る法令・条例等

流域水害対策計画

特定都市河川浸水被害対策法 流域水害対策計画 固定資産税等の特例措置

土地改良法
農業の有する多面的機能の発揮の促進
に関する法律

土地改良長期計画

森林法 森林・林業基本計画
森林整備保全事業計画　等

森林整備事業
治山事業　等

砂防法
森林法

土砂・洪水氾濫時に流出する流木の対策計画
森林・林業基本計画　等

砂防事業
治山事業　等

特定都市河川浸水被害対策法 流域水害対策計画 -

建築基準法（規制内容は条例で規定） - -

下水道法　特定都市河川浸水被害対策法
施設に係る法令・条例等

流域水害対策計画

水防法 - 固定資産税等の特例措置

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 （流域治水型災害復旧） 河川等災害復旧事業

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 - 河川等災害復旧事業

水防法 -

土地改良法 土地改良長期計画

都市再生特別措置法 立地適正化計画
都市再生整備計画

コンパクトシティ形成支援事業
都市構造再編集中支援事業 等

砂防法　都市再生特別措置法　等 立地適正化計画　市町村管理構想　等 まちづくり連携砂防等事業 等

河川法
特定多目的ダム法　水資源機構法

河川整備計画
多目的ダムの建設に関する基本計画

河川法、個別の法令等
（電気事業法、土地改良法、水道法等）

ダム洪水調節機能協議会
（治水協定）

都市計画法 - 都市安全確保拠点施設整備事業
固定資産税等の特例措置

施策コラム⑤民間企業のTCFD開示をサポート... p.40
施策コラム⑥事業継続力強化計画認定制度 ... p.41

国営かんがい排水事業
農村地域防災減災事業 等

-- -

特定都市河川浸水被害対策推進事業
流域貯留浸透事業

農地耕作条件改善事業
多面的機能支払交付金 等

下水道法 下水道事業計画 下水道浸水被害軽減総合事業
大規模雨水処理施設整備事業 等
下水道浸水被害軽減総合事業
特定都市河川浸水被害対策推進事業 等
農村地域防災減災事業
水利施設管理強化事業 等

一般河川改修事業　直轄ダム建設事業
水資源機構事業 等

利水ダム治水機能施設整備費補助
固定資産税の特例措置

河川法
特定都市河川浸水被害対策法

海岸法

河川整備計画
流域水害対策計画

海岸保全基本計画
総合土砂管理計画

流域治水整備事業
特定都市河川浸水被害対策推進事業 等

海岸保全施設整備事業
津波対策緊急事業　等

下水道法 下水道事業計画 下水道浸水被害軽減総合事業 等

水防法 大規模氾濫減災協議会（減災に係る取組方針） 下水道浸水被害軽減総合事業 等
固定資産税の特例措置

※根拠法令等には関連法令も含む

防災のための集団移転促進事業に係る
国の財政上の特別措置等に関する法律

集団移転促進事業計画 防災集団移転促進事業

- - がけ地近接等危険住宅移転事業

- - 災害危険区域等建築物防災改修等事業

砂防法 土砂・洪水氾濫対策計画 大規模特定砂防等事業　等

大規模氾濫減災協議会（減災に係る取組方針）
-大規模氾濫減災協議会（減災に係る取組方針）

6

流 域 治 水 の 役 割 分 担
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